
千葉市指 定 居宅 サ ー ビ ス等の事 業 の人員、設備 及び運 営に関

す る 基 準 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布

する  

令和３年 ３ 月２ ２ 日  

千葉市長  熊  谷  俊  人  

千葉 市条例第１ ７号  

千葉市 指 定 居 宅 サ ー ビス等の 事 業の人員 、設備 及び 運営

に関す る 基 準 を 定 め る条例等 の 一部を改 正する 条例  

第 1 条 ～ 第 5 条（ 略 ）  

（ 千 葉 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並 び に

指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援

の方法に 関 する 基 準 を 定める条 例 の一部改 正）  

第 ６ 条  千 葉 市 指 定 介 護 予 防 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 並

び に 指 定 介 護 予 防 支 援 等 に 係 る 介 護 予 防 の た め の 効 果 的 な

支援の方 法 に関 す る 基 準を定め る 条例（平 成２ ７年千 葉市条

例第１３ 号 ）の 一 部 を 次のよう に 改正する 。  

  目次中「第 ３５ 条 」 の次 に 「・第３ ６条」 を加 える。  

第 ３ 条に次の２ 項 を 加える 。  

５  指定 介 護予 防 支 援 事業者は 、利用 者の人権 の 擁護、虐待

の 防 止等のため 、必 要 な体制 の 整備 を行うと と もに、その

従 業 者に対し 、研 修 を実施 する 等の措 置を講じ な ければな

ら な い。  

６  指定 介 護予 防 支 援 事業者は 、指定介護 予防 支援を 提供す

る に 当たっては 、法 第１１ ８ 条 の２第１ 項に規 定す る介護

保 険 等関連情報 そ の 他必要 な情 報を活 用し、適 切か つ有効

に 行 うよう努め な け ればな らな い。  

第１９条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）虐 待 の防 止 の た めの措置 に 関する事 項  

  第２０条第 ４項 を 次 のよ う に改める 。  

４  指定介護 予 防支 援 事業 者は 、適切な 指 定介 護予防 支援の

提供 を 確保す る 観 点 か ら、職場 におい て行われ る 性的な言



動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必

要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 担 当 職 員 の 就 業 環

境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 等 の 必

要な 措 置を講 じ な け れ ばならな い 。  

第 ２ ０条の次に 次 の １条を 加え る。  

（ 業 務継続計画 の 策 定等）  

第２０条 の ２  指 定 介 護予防支 援 事業者は 、感 染症や 非常災

害 の 発生時にお い て 、利用 者 に 対する指 定介護 予防 支援の

提 供 を継続的に 実 施 するた めの 、及び 非常時 の 体制 で早期

の 業 務再開を図 る た めの計 画（ 以下「業務 継続 計画」とい

う 。）を策定し 、当該 業務継続 計 画に従い 必要な 措置 を講じ

な け ればならな い 。  

２  指定 介 護予 防 支 援 事業者は 、担当 職員に対 し 、業 務継続

計 画 について周 知 す るとと もに 、必要 な研修 及 び訓 練を定

期 的 に実施しな け れ ばなら ない 。  

３  指定 介 護予 防 支 援 事業者は 、定期的に 業務 継続計 画の見

直 し を行い、必 要 に 応じて 業務 継続計 画の変更 を 行うもの

と す る。  

第 ２ ２条の次に 次 の １条を 加え る。  

（ 感 染症の予防 及 び まん延 の防 止のた めの措置 ）  

第２２条 の ２  指 定 介 護予防支 援 事業者は 、当 該指定 介護予

防 支 援事業所に お い て感染 症が 発生し 、又は ま ん延 しない

よ う に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

（１）当該指 定 介護 予 防支援事 業 所におけ る感 染症の 予防及

びまん 延 の 防 止 の た めの対策 を 検討する 委員会（テ レビ

電話装 置 そ の 他 の 情 報通信機 器（以 下「 テレビ 電話 装置

等」と いう 。）を 活 用 して行う こ とができ るもの とす る。）

をおお む ね ６ 月 に １ 回以上開 催 するとと もに、その 結果

につい て 、 担 当 職 員 に周知徹 底 を図るこ と。  

（２）当該指 定 介護 予 防支援事 業 所におけ る感 染症の 予防及

びまん 延 の 防 止 の た めの指針 を 整備する こと。  



（３）当該指定 介 護 予 防支 援事 業所に おいて、担当職 員に対

し、感染症 の 予 防 及びまん 延の 防止の ための研 修 及び訓

練を定 期 的 に 実 施 す ること。  

第 ２ ３条に次の １ 項 を加え る。  

２  指定 介 護予 防 支 援 事業者は 、前項に規 定す る事項 を記載

し た 書面を当該 指 定 介護予 防支 援事業 所に備え 付 け、かつ 、

こ れ をいつでも 関 係 者に自 由に 閲覧さ せること に より、同

項 の 規定による 掲 示 に代え るこ とがで きる。  

第 ２ ８条の次に 次 の １条を 加え る。  

（ 虐 待の防止）  

第２８条 の ２  指 定 介 護予防支 援 事業者は 、虐 待の発 生又は

そ の 再発を防止 す る ため、次 の 各号に掲 げる措 置を 講じな

け れ ばならない 。  

（１）当該指 定 介護 予 防支援事 業 所におけ る虐 待の防 止のた

めの対 策 を 検 討 す る 委員会（ テ レビ電話 装置等 を活 用し

て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る

ととも に 、そ の 結 果につ いて、担当職員 に周知 徹底 を図

ること 。  

（２）当該指 定 介護 予 防支援事 業 所におけ る虐 待の防 止のた

めの指 針 を 整 備 す る こと。  

（３）当該指定 介 護 予 防支 援事 業所に おいて、担当職 員に対

し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 

（４）前３号 に 掲げ る 措置を適 切 に実施す るた めの担 当者を

置く こと。  

第 ３ ２条第９号 中「 行う会 議」の次 に「（テレ ビ 電話 装置等

を活用し て 行う こ と が できるも の とする。ただ し 、利 用者又

はその家 族（ 以 下こ の 号におい て「利用者 等」という 。）が参

加する場 合 にあ っ て は 、テレビ 電 話装置等 の活 用につ いて当

該利用者 等 の同 意 を 得 なければ な らない。）」を 加える 。  

第３５条を第３６条とし、第６章中同条の前に次の１条を加える。 

（ 電 磁的記録等 ）  



第 ３ ５ 条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予 防 支 援

の 提 供に当たる 者 は 、作成、保 存その他 これら に類 するも

の の うち、こ の 条 例 の規 定にお いて 書面（書 面 、書類、文

書 、謄本、抄 本 、正本 、副本 、複 本その他 文字 、図形 等人

の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た

紙 そ の他の有体 物 を いう。以下この 条におい て 同じ。）で行

う こ とが規定さ れ て いる又 は想 定され るもの（ 第９条（第

３ ４ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 ３ ２ 条 第 ２

６ 号（第３ ４条 に お いて準 用する場 合を含む 。）並 びに次項

に 規 定するもの を 除 く。）につ い ては 、書 面に代 えて 、当該

書 面 に係る電磁 的 記 録（電子 的 方式 、磁 気的 方 式その 他人

の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ

る 記 録であって 、電 子計算 機 に よる情報 処理の 用に 供され

る も のをいう 。） に より 行うこと が できる。  

２  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 及 び 指 定 介 護 予 防 支 援 の 提 供

に 当 たる者は、 交 付 、説明、同 意、承諾その 他 これらに 類

す る もの（ 以 下「 交 付等 」とい う。）のうち、こ の条例の 規

定 に お い て 書 面 で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る 又 は 想 定 さ

れ る も の に つ い て は 、 当 該 交 付 等 の 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 、

書 面 に代えて、電磁 的方 法（電 子 的方法、磁気 的方 法その

他 人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き な い 方 法 を い う 。）

に よ ることがで き る 。  

 

第 7 条 以 降（略 ）  


